
「監理業務標準委託契約約款」・「監理業務共通仕様書」説明会 

 

 （１）開催主旨 

  建設マネジメント委員会（委員長三百田敏夫）では、我が国の建設事業に係る公共調達のあり方につ

いて様々な観点から研究活動を行っております。 

入札契約制度に関しては、2012 年 6 月に改正品確法が施行されこれまで以上に公共事業において多

様な入札契約方式の適用が可能となりました。当委員会では、「契約約款企画小委員会」及び「契約約款

制定小委員会」を設置し、新たな方式に対応した契約書を発注者が個々に作成する負担を軽減すること

によりその普及に資するため、標準的な契約図書を策定することとし、2012 年には設計・施工一括発注

方式を対象とした「公共土木設計施工標準請負契約約款」を制定・公表しました。 

 「監理業務標準委託契約約款」及び「監理業務共通仕様書」は、必要な技術職員が確保できない場合

や、事業量の急増又は高い専門性などの理由で職員のみでは事業執行が困難な場合等に、行政機関の職

員が従来行っていた業務を民間企業等に委託する際の標準的な契約図書として 2016 年 7 月に制定・公表

しました。ここで「監理業務」とは、CM（Construction Management）方式を日本語で表現したもの

であり、今回制定した「監理業務標準委託契約約款」及び「監理業務共通仕様書」は、CM 方式のうち

ピュア型を対象としています。 

これらについて理解いただき、公共事業において活用していただくため、説明会を開催するものです。 

なお、東京では本年 2 月 19 日にも説明会を開催しており、その際参加できなかった方を主な対象とし

ています。 

 

（２）開催日時：平成 29 年 12 月 2 日（月）13：15～15:15 

 

（３）プログラム （説明者は予定） 

 12:25～   （受 付）    

13:15     開会 

13:15～13:30 CM について（説明者：建設マネジメント委員会契約約款企画小委員会 小澤一雅） 

13:30～12:00 監理業務標準委託契約約款及び監理業務共通仕様書について 

             （説明者：建設マネジメント委員会契約約款企画小委員会 松本直也） 

1. 契約約款制定・企画小委員会の活動 

       2. 利用にあたっての基本的考え方 

12:00～12:15 質疑応答・休憩 

12:15～12:55 3. 監理業務標準委託契約約款の逐条解説 

       2. 監理業務共通仕様書の逐条解説 

 12:55～15:05 質疑応答 

 15:05～15:15 公共土木設計施工標準請負契約約款について 

             （説明者：建設マネジメント委員会契約約款企画小委員会 松本直也） 

15:15     閉会 

 



（４）開催場所：土木学会講堂 (〒160-0004 東京都新宿区四谷 1 丁目 外濠公園内) 

 学会へのアクセスは、http://www.jsce.or.jp/contact/map.shtml をご参照下さい。 

 

（５）参加費 

    会員 2,000 円、非会員 3,000 円（テキスト代を含みません。） 

  テキストである（公社）土木学会発行「2016 年制定 監理業務標準委託契約約款・監理業務共通仕

様書の解説」をお持ちの方は、会場まで持参してください。 

  テキストをお持ちでない方は、当日受付にて 1,300 円（税込み）で販売いたします。 

 

 

 

 

 


